
見やすいところに貼ってください 

ご み 収 集 日 等 の お 知 ら せ （ 野 上 区 域 ） 

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで） 

地 区 名 

 

 

 ごみの区分 

小畑・動木・平・かしこ池団地・

希望ヶ丘・緑ヶ丘・芝崎・柴目・

長谷・国木原・大藪 

下佐々・海南鋼管・吉見・庄原 

・吉野・落合・大木・小川・志賀野 

収  集  日 収  集  日 

・台所ごみ用袋 月曜日・木曜日 火曜日・金曜日 

・その他のごみ用袋（廃プラスチック・ナイロン等） 木曜日 金曜日 

・スチール缶用袋・アルミ缶用袋・ビン用袋 毎月第１水曜日 毎月第３水曜日 

・粗大ごみ・セトモノ等用袋 毎月第２水曜日 毎月第４水曜日 

 

★収集ごみについては前年度と同様で変更はありませんが、ごみの減量化と資源化の観点から、ごみの分別の徹底にご協力頂きますよ

うお願いいたします。 

★自己搬入ごみについても変更ありません。 

紀の川市粉河の紀美野町役場指定業者（大栄環境㈱粉河事業所）への搬入となります。 

         ・定休日は、毎週日曜日及び祝祭日です。搬入時間は、午前９時から午後３時までです。（但し、午前１２時から午

後１時までは搬入できません。）（お盆、年末年始の操業については後日お知らせします。） 

★ ステーションへごみを出すときの注意点（守られていない場合には収集できません） 

・収集日の朝７時までに出してください。 

・各専用袋、粗大ごみ用のチケットには必ず住所、氏名を記入してください。 

・各専用袋及び粗大ごみは１収集日に１戸当たり３個まで。 

・台所ごみについては、海南市へ焼却委託をします。処理重量に対して処理費用が発生しますので、徹底した水切りと減量及び適切

な分別にご協力頂きますようお願い致します。 

・スプレー缶・カセットボンベなどは必ず使い切り、火の気のない風通しのよい場所で穴を開けてからセトモノ等用袋に入れて出し

て下さい。（爆発するおそれがあります。） 

・粗大ごみは、一人で持てる範囲で一くくりにしチケットを下記の枚数貼付してください。 

〔１０㎏まで又は３０㎝四角で高さ４０㎝までは１枚。それぞれ超える毎に１枚追加〕 

★ 収集できないごみ 

・家電リサイクル法による家電４品目（エアコン、テレビ（液晶・プラズマ含む）、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥

機）・パソコン等 

・事業活動によって生じたごみ ・町外で発生したごみ ・動物の死体・灰 

・建築廃材（畳含む）・材木類・瓦・セメント・木屑・タイヤ・バッテリー・単車・廃油・石油・シンナー・農薬等の液体類・消火器 

・汚泥・粉類・医療廃棄物（注射器等）・その他危険物等（各々専門の処理施設へ搬入して頂くか購入店等で相談してください）                                

★ 自己搬入される場合の注意点 

・自己搬入ごみについては、紀美野町役場指定業者（大栄環境㈱粉河事業所）への搬入となります。 

 大栄環境㈱粉河事業所   紀の川市粉河字別所谷 3186‐270 ℡０７３６－７３－７７５６ 

・搬入車両は紀美野町役場住民課で登録を受け、積載量及びごみの区分に応じたチケットを購入してください。（開庁時間内にお願い

します。）（紀美野町役場にて登録の受けた車両以外の車両及びチケットを持っていない場合は搬入できません。） 

・搬入車両は原則貨物又は貨客両用車両（２ｔトラックまで）に限ります。 

  ・場内では係員の指示に従ってください。 

・搬入の際は、積荷をホロ・シート等（飛散防止のため）で必ず覆って下さい。（覆っていないと搬入できません。） 

・自己搬入の際、袋に入れる場合は、必ず透明の袋等中身の見える袋を使用して下さい。 

・場内は火気厳禁につき禁煙です。ご協力下さい。 

★ 自己搬入できないごみ 

 ・上記収集できないごみ及び台所ごみ、ライター類、乾電池、蛍光灯等の電球類、中身の残っているスプレー缶・カセットボンベ等 

 ・処理できないごみが混入していた場合は、持ち帰りとなりますので十分注意して下さい。 

・一般廃棄物は搬入できますが、産業廃棄物については事業者の責任において、各自で適正に処理をお願いします。 

★ 台風や積雪等やむをえない理由により、収集及び自己搬入ができない場合があります。 

（注）最近、全国的にゴミ収集車の火災事故が増加しています。原因は中身の入ったカセットボンベやライターによるものと思われます。

スプレー缶、カセットボンベ、ライターは必ず使い切り、（スプレー缶、カセットボンベについては火の気のない風通しのよい場所

で穴を開けてから）セトモノ等用袋に入れて出して下さい。（台所ごみの中には絶対に入れないで下さい。） 

 

ごみ収集等に関するお問い合わせは、住民課まで（℡４８９‐５９０３） 

 
〔再利用・再資源化〕の推進並びに生ごみ処理機の利用によりごみの減量にご協力ください 


